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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和４年８月２日 ０６時４５分ごろ 

発生場所 香川県三
み

豊
とよ

市仁尾
に お

港西南西方沖 

仁尾港蔦
つた

島
じま

一文字防波堤東灯台から真方位２３７°２.４海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°１１.０′ 東経１３３°３５.４′） 

事故の概要 漁船第七大
たい

利
り

丸は、操業中、甲板員がロープとたつ
．．

の間に左足を挟

まれて負傷した。 

事故調査の経過 令和４年１２月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第七大利丸、９.９６トン 

ＫＡ２－１１７０（漁船登録番号）、個人所有 

１４.５４ｍ（Lr）×３.２５ｍ×０.９６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１４３kＷ（動力漁船登録票による）、昭和 

５７年３月３０日 

Ｂ 漁船 大利丸、１２トン 

ＫＡ２－１３３３（漁船登録番号）、大平水産株式会社（Ａ

社） 

１４.８５ｍ（Lr）×３.２５ｍ×１.３９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、昭和６０年５月２９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５９年６月２６日 

免許証交付日 平成３０年８月２７日 

（令和６年６月２５日まで有効） 

甲板員Ａ ５０歳 

Ｂ 船長Ｂ ４７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成９年１月３０日 

免許証交付日 令和４年１月２４日 

（令和９年１１月１２日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ 重傷 １人（甲板員Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、二そういわし船びき網漁に従事する網船で、船長Ａ及び甲

板員Ａほか２人が乗り組み、船長Ｂが１人で乗り組むＢ船を含む２隻

の運搬船及び１隻の網船と合計４隻で船団を構成し、かたくちいわし

を漁獲する目的で、令和４年８月２日０６時００分ごろ香川県観
かん

音
おん

寺
じ

市伊
い

吹
ぶき

島
じま

周辺の漁場に向けて仁尾港を出港した。 

船団を指揮する船長Ａは、０６時２０分ごろ、伊吹島北東方約 

４.０Ｍ沖の漁場に到着し、Ａ船の真針路を約２２５°、対地速力を

約１.０ノットとして操業を始めた。 

船長Ａ及び船長Ｂは、０６時４０分ごろ、網を揚げる目的で、Ａ船

の右舷側とＢ船の左舷側を接舷させて、Ｂ船の船首部のたつ
．．

に取り付

けられたロープのアイをＡ船の船首部のたつ
．．

に、Ｂ船の船尾部のたつ
．．

に取り付けられたロープ（以下「本件ロープ」という。）のアイをＡ

船の船尾部のたつ
．．

（以下「本件たつ
．．

」という。）にそれぞれ掛け、Ａ

船の左舷側にもう１隻の網船を、更にその左舷側にもう１隻の運搬船

をそれぞれ接舷し、４隻を横抱き状態とした。 

船長ＢはＡ船に移乗して右舷側の船尾端に立ち、甲板員Ａは本件た
．

つ
．
の後方に立ち、それぞれ網を揚げる作業に備えて船尾方の網の方向

を見ていた。（図１参照） 
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図１ 本事故時の乗組員の配置状況（イメージ） 

 

船長Ａは、右舷側のネットローラーの前に立ち、船首方を向いて遠

隔操縦装置で操船に当たり、網を揚げる目的でＡ船の速力を落とし

た。 

甲板員Ａは、０６時４５分ごろ、いつの間にか甲板上に垂れた本件

ロープのアイと本件たつ
．．

の間に左足が入ってしまったことに気付いた

が、対処する間もなく本件ロープのアイにより左足が引っ張られて本

件たつ
．．

に押しつけられ、転倒した。 

船長Ａは、Ａ船の速力を落とした直後に船尾方から悲鳴が聞こえた

ので振り返ったところ、転倒している甲板員Ａを認めた。 

甲板員Ａは、すぐにＢ船に移され、船長Ｂが操船するＢ船で観音寺

市室
むろ

本
もと

港に運ばれた後、救急車で観音寺市内の病院に搬送され、左足

脛
けい

骨骨幹部開放骨折及び左腓
ひ

骨遠位開放骨折と診断され、約２か月の

入院加療を要した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船（右舷船首方から撮

影）、写真２ Ａ船の右舷後部の状況、写真３ Ｂ船（左舷船首方

から撮影） 参照） 

 その他の事項 Ｂ船は、主機を起動したまま中立状態としていた。 

網 

Ａ船 Ｂ船 

操舵室 

操舵室 

引
き
綱 

ネットローラー 船長Ａ 

船長Ｂ 

甲板員Ａ 

甲板員 

本件たつ
．．

 

本件ロープのアイ 

たつ 

ロープ 

ネットローラーの操作レバー 遠隔操縦装置 

たつ 
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船長Ａは、Ｂ船がＡ船に引かれてゆっくり前進する中、Ａ船の速力

を落としたとき、本件ロープが一旦緩んで本件ロープのアイが甲板上

に垂れ、いつの間にか甲板員Ａの左足が甲板上に垂れた本件ロープの

アイと本件たつ
．．

の間に入り、Ｂ船が主機を起動したまま中立状態だっ

たので、惰性でＢ船がＡ船より前に進んで本件ロープが引っ張られ、

本件ロープのアイにより甲板員Ａの左足が引っ張られて本件たつ
．．

に押

しつけられたと本事故後に思った。 

船長Ａは、ふだんからＡ船の速力を落とす際にその旨を乗組員に伝

えておらず、これまで同様の事故が起きていなかったので、本事故時

も伝えていなかったが、伝えていれば乗組員が身構えることができ、

事故を未然に防止することができたと本事故後に思った。 

本件ロープは、本件ロープのアイの直径が約１.０ｍで、本件ロー

プのアイを本件たつ
．．

に掛け、Ｂ船の船尾部のたつ
．．

に結んでＡ船とＢ船

を繋
つな

いでいた。 

船長Ｂは、本件たつ
．．

に掛けた本件ロープをＢ船の船尾部のたつ
．．

に結

ぶ際、本件ロープが緩まないように張った状態で結んでおけば、事故

を防止することができたと本事故後に思った。 

甲板員Ａは、船長ＡがＡ船の速力を落としたとき、無意識のうちに

体が動き、本件ロープのアイと本件たつ
．．

の間に左足が入ってしまった

と本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

甲板員Ａは、仁尾港西南西方においてＡ船とＢ船がロープで繋がれ

て接舷した状態で操業中、船長Ａが乗組員に伝えずにＡ船の速力を落

とした際、無意識のうちに左足が甲板上に垂れた本件ロープのアイと

本件たつ
．．

の間に入ったことから、惰性で前進したＢ船によって本件 

ロープが引っ張られ、本件ロープのアイにより左足が引っ張られて本

件たつ
．．

に押しつけられて、負傷したものと考えられる。 

船長Ａは、ふだんからＡ船の速力を落とす際にその旨を乗組員に伝

えておらず、これまで同様の事故が起きていなかったことから、本事

故時も乗組員に伝えずにＡ船の速力を落としたものと考えられる。 

本件ロープは、船長Ａが、Ｂ船がＡ船に引かれてゆっくり前進する

中、Ａ船の速力を落としたとき、本件ロープが一旦緩んだことから、

本件ロープのアイが甲板上に垂れたものと考えられる。 

本件ロープは、船長Ｂが、本件たつ
．．

に掛けた本件ロープをＢ船の船

尾部のたつ
．．

に結ぶ際、本件ロープが緩まないように張った状態で結ん

でいなかったことから、本件ロープが一旦緩んだものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、仁尾港西南西方においてＡ船とＢ船がロープで
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繋がれて接舷した状態で操業中、船長Ａが乗組員に伝えずにＡ船の速

力を落とした際、甲板員Ａが無意識のうちに左足が甲板上に垂れた本

件ロープのアイと本件たつ
．．

の間に入ったため、惰性で前進したＢ船に

よって本件ロープが引っ張られ、本件ロープのアイにより左足が引っ

張られて本件たつ
．．

に押しつけられたことにより発生したものと考えら

れる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漁船の乗組員は、動く可能性があるロープの近くで作業を行う場

合、ロープの輪の中に足が入ることのないように注意すること。 

・漁船の船長は、操業中、速力を変更する際、事前に乗組員に対し

て速力を変更することを伝え、乗組員の姿勢が準備できた後に速

力を変更すること。 

・漁船の船長は、漁船同士を接舷してロープで繋いで操業する際、

片方の漁船のたつ
．．

に掛けたロープのアイが甲板上に垂れないよう

ロープを張った状態でたつ
．．

に結ぶこと。 

・船長は、事故が発生した場合、速やかに海上保安庁に事故発生を

通報すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和４年８月２日 ０６時４５分ごろ発生） 

仁尾港蔦島一文字防波堤東灯台 

仁尾港 

三豊市 

広島県 

岡山県 

愛媛県 

香川県 

仁尾港 

三豊市 

観音寺市 
伊吹島 
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写真１ Ａ船（右舷船首方から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の右舷後部の状況 
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写真３ Ｂ船（左舷船首方から撮影） 
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